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第一条 （名称） 

この会は、川間台自治会・自主防災会（以下、本会という）と称し、事務所を自主防災会長

宅に置く。 

 

 第二条（目的） 

  本会は、会員による自主的な防災活動を行うことにより、各種災害による被害の防止及 

び対策を図ることを目的とする。 

 

 第三条（事業内容） 

  本会は、前条目的を達成する為、次の事業を実施する。 

（１） 地震などの自然災害知識の普及に関すること。 

（２） 地震などの自然災害に対する災害予防に関すること。 

（３） 地震などの自然災害発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難

誘導などの応急対策に関すること。 

（４） 防災訓練の実施に関すること。 

（５） 防災資機材などの備蓄・管理に関すること。 

（６） その他、本会目的を達成するために必要な事項。 

 

 第四条（会員） 

  本会は、川間台自治会員である世帯で構成する。 

 

 第五条（組織構成） 

  （１）会長  １名（自治会長が兼務） 

  （２）副会長 ２名 

  （３）防災委員 １０名程度 

  （４）防災班長 自治会班長。但し、班長が防災委員を担当している場合は、班員の中か 

ら選出する 

  （５）防災担当 上記（１）～（４）以外の会員全員 

  （６）会計  自治会会計部長が兼務 

  （７）会計監査 自治会監査者が兼務 

  （８）その他 必要があれば、アドバイザーを任命することも出来るものとする。 

  （※）上記（１）～（２）の者は、自主防災会役員となり、自治会役員会に出席するものとする。 

 

 第六条（組織構成の任務） 

（１） 会長 

会長は、本会を代表し、会務を統括する。具体的な行動は、自主防災マニュアルに



3 

 

規定する。 

（２） 副会長 

会長を補佐し、会長が事故ある時は、その任務を代行する。また、毎年度、自主防

災マニュアルを見直し、会員への周知徹底を図る。 

（３） 防災委員 

万一の災害発生時、対策本部の設営、生活用水設備の立ち上げ等の業務を行な

うとともに、区域の防災活動に対する意見提起/行動をとる。具体的な行動は、自

主防災マニュアルに規定する。 

（４） 防災班長 

万一の災害発生時、班員と協力し、班員の安否確認、初期消火活動等を行う。具

体的な行動は、自主防災マニュアルに規定する。 

（５） 防災担当 

共助の精神で、班員全員で防災活動をおこなう。具体的な行動は、自主防災マニ

ュアルに規定する。 

（６） 会計 

自主防災会の会計行を行う。 

（７） 会計監査 

自主防災会の会計内容を監査する。 

 

 第七条（自主防災会議） 

  自主防災会議は、会長・副会長・防災委員で構成し、区域の自主防災に対する意見交換・課 

題解決等を協議する。 

 

 第八条（総会） 

  １ 総会は、全会員をもって構成する。 

  ２ 総会は、毎年１回、自治会とともに開催する。但し、特に緊急な案件が生じた場合は。 

適宜、開催することができる。 

  ３ 総会は会長が招集する。 

  ４ 総会は、次の事を審議する。 

   ・規約の改正に関すること 

   ・防災計画の作成および改訂に関すること 

   ・事業計画に関すること 

   ・予算および決算に関すること 

   ・その他、会長が特に必要と認めたこと 

 

 第九条（自治会役員会） 

  自治会役員会へは、会長、副会長が出席し、自主防災に対する関連情報等を報告するとと 

もに、自主防災の課題等を提起し、協議する。 
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 第十条（防災計画） 

  本会は、地震などの自然災害による被害の軽減及び改善を図るため防災計画を作成する。 

防災計画は、活動組織を明確にするとともに、防災訓練等を行う。具体的内容は、

自主防災マニュアルに規定する。 

 

 第十一条（経費） 

  本会の運営に関する経費は、自治会および市の補助金を以って運営する。 

 

 第十二条（会計年度）  

  会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

 第十三条（会計監査） 

  会計監査は、毎年１回行う。但し、必要がある場合は適宜、開催できるものとする。また、 

監査結果は、総会で報告しなければならない。 

 

 

（付則） 

 １ この規約は、平成２５年４月１日から実施する。 

 ２ 平成２９年４月１日（一部改訂） 

 ３ 令和５年４月１日（改訂）  

 ４ 令和６年７月（旧自主防災会規約を廃止し、新たに制定） 

 


